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In Japan, people have long been enjoying the benefits of nuclear power without properly 

understanding the issues surrounding the management of the radioactive waste generated through its 

use. It is considered necessary to dispose of high-level radioactive waste (HLW) safely without 

imposing adverse effects on human health or the environment from the associated high radioactivity 

levels, which will remain for a hundred thousand years or more. Disposal of HLW is especially a 

challenge because of people’s attitudes to the issues, which is often referred to as the “NIMBY 

syndrome.” To overcome NIMBY, it is essential to ensure active citizen participation and to engage in 

constructive discussion and elaboration about the issues. It is likely that citizens concerned in this way 

are not necessarily just opposing the plans, but that they are following their own particular agenda and 

consider it ethical to claim that “No burden should be left behind for future generations.” Based on 

previous studies, this paper examines Japan’s practices and challenges in building societal consensus 

throughout the HLW disposal process. The paper focuses on the role of the citizen and highlights the 

importance of their active participation in building this consensus on the HLW management issues.  

 

1. はじめに 

現代人の生活において、電気は水や空気と同じよ

うに不可欠なものである。電気を得るには様々な発

電方法があるが、原子力発電はウランやプルトニウ

ムといった核燃料を使用する。東京電力福島第一原

発での事故以降、原子力発電所の再稼働が進んでい

ないため、現時点では、原子力発電に対する依存度

はわずか 1.7%1であるが、我が国は半世紀以上にわ

たり原子力発電を基幹電源の一つとして位置付けて

きた。しかし、国民の多くは原子力発電から生じる

                                                        
1 「平成 29 年度エネルギーに関する年次報告（エネル

ギー白書 2018）」, 2018 年（平成 30 年）６月８日閣議

決定・国会報告, p.181。 

放射性廃棄物の問題について正しく理解しないまま、

その便益を享受してきた。今後、我が国が脱原発を

選択しても、現存する放射性廃棄物が消える訳では

なく、この問題から逃げる訳にはいかないのである。 

原子力発電から生じる放射性廃棄物は、原子力発

電を行ってきたすべての国が自国の責任で、人体や

環境に悪影響を与えない形で安全に処分する責務を

負っている。しかし、放射性廃棄物の処分に向けて

大きな障壁となるのが処分地選定の問題である。多

くの人びとは、放射性廃棄物の処分がもたらす公益

の重要性に一定の理解を示しても、自分の居住地で

の立地はお断りという心理的傾向を持つ。こうした

人びとの態度は、「NIMBY（Not In My BackYard）シ
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ンドローム」（以下、NIMBY）と呼ばれる2。 

欧米では、様々な反対運動を経験しつつも、時間

をかけて市民3と議論し、NIMBY を克服しながら社

会的合意形成を進め、放射性廃棄物の適切な処分に

向けて一歩ずつ前進している国もある。我が国も、

放射性廃棄物、とりわけ使用済燃料の再処理等を行

った後に生じる高レベル放射性廃棄物（High-level 

radioactive waste、以下、HLW）の最終処分4に向け

て、2000 年（平成 12年）に、「特定放射性廃棄物の

最終処分に関する法律（平成 12 年法律第 117 号）」

（以下、最終処分法）を制定するとともに、「特定放

射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」（以下、基

本方針）を策定し、政府や原子力発電環境整備機構

（Nuclear Waste Management Organization of Japan、以

下、NUMO）5が中心となって、HLW 処分事業の認

知度向上に向け、様々な広報活動を展開してきた。 

しかし、国民の理解は得られておらず、HLW 処分

事業の実現の目途は立っていない。政府や NUMO

が政策や方針を決定し、情報提供と称して一方的に

市民に伝えたり、意見交換と称しつつ市民の質問や

意見に対して防戦一方の説明をしたりするのでは意

味がない。むしろ、市民と一緒になって議論し、解

決策を考える場を設ける必要がある。こうした場に

おいて、いたずらに「反対」だけを主張するのでは

なく、「将来世代に負担を先送りしない」という高い

意識と倫理観を持つ市民が主体的に参加した形で、

                                                        
2 野波寛・田代豊・坂本剛・大友章司, 2016, 「NIMBY

問題における公平と共感による情動反応：域外多数者

の無関心は立地地域少数派の怒りを増幅する？」, 『実

験社会心理学研究』, Vol. 56, No. 1, pp.23-32。 
3 本稿における「市民」とは、先行研究の定義に倣い、

「いわゆる一般的な市民、つまり、たとえば HLW や

その処分問題が話題となるときには、その事柄に対し

て少なくとも専門家と自認できるほどの情報や知識を

持たないが、社会的意思決定には責任を有する人びと」

（木村他 2010）である。 
4 「最終処分」とは、「廃棄物の安全性及びセキュリテ

ィを確保するために、能動的な管理（社会による継続

的な監視、資源の投入）に頼る必要がない状態に処分

すること」（放射性廃棄物 WG 2014）である。 
5 NUMO は、HLW 処分事業を実施するため、最終処分

法に基づき、2000 年（平成 12 年）10月に設立された

経済産業大臣の認可法人。 

より建設的な議論や検討が進められることが、HLW

問題をめぐる社会的合意形成には不可欠である。 

こうした問題意識から、本稿は、HLW 処分プロセ

スにおける社会的合意形成をめぐる我が国の取組と

課題について明らかにしたうえで、事業を推進する

政府や NUMO の側ではなく、事業の影響を受ける

市民の側に着目し、市民の役割を考慮しながら HLW

問題をめぐる社会的合意形成を進めるための在り方

を示すことを目的とする。本稿では、まず、我が国

のHLW処分に関する取組について概観する。次に、

HLW 問題をめぐる社会的受容を中心テーマとして

扱った先行研究の中から重要と思われるものを取り

上げ、我が国の課題を示す。そのうえで、市民が主

体的に参加する形で社会的合意形成を進めるための

在り方について考察し、示唆を導出する。 

 

2. HLW 処分プロセスにおける社会的合意形

成をめぐる我が国の取組 

  

2.1 HLW処分に関する科学的及び技術的な検討 

国によっては使用済燃料を再処理せずそのまま

HLW として処分するところもあるが、我が国は、「資

源の有効利用、HLW の減容化・有害度低減等の観点」
6から、使用済燃料を再処理し、分離・回収して得ら

れるウランやプルトニウムを再び核燃料として利用

する「核燃料サイクル」を推進している。再処理の

過程で発生する放射能濃度の高い液状の廃棄物は融

解したガラスと混ぜて「キャニスター」と呼ばれる

ステンレス製の容器に流し込み固化される。この工

程を「ガラス固化」と呼び、固化されたものを「ガ

ラス固化体」と呼ぶ。我が国の場合には、使用済燃

料の再処理後に出るガラス固化体が HLW である。 

HLW は、放射能が極めて高く、そのレベルが人体

や環境に悪影響を与えない程度まで減衰するまで数

万年から十万年以上もかかると言われる7。十万年以

上の間に人間の社会が大きく変化することもあり得

                                                        
6 「エネルギー基本計画」, 2018 年（平成 30 年）７月

３日閣議決定。 
7 原子力発電環境整備機構, 2012, 「高レベル放射性廃

棄物って何のこと？」, 電気のゴミワークショップ資

料, 2012 年（平成 24 年）12 月８日。 
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るが、これを予測することは困難であるため、人間

による管理が失われても問題とならない処分方法の

検討が必要とされる。HLW を長期間隔離する方法に

ついて、国際機関や各国において、科学的及び技術

的な観点から様々な検討が行われてきた。現時点に

おいては、人間の生活環境から十万年以上にわたっ

て隔離でき、かつ技術的に実現可能で最適な処分方

法は、地下 300メートルより深い地層中への処分、

すなわち、地層処分であるということが世界共通の

認識となっている8。我が国においても、ガラス固化

体について、30 年間から 50 年間程度冷却のために

貯蔵し、その後、地層処分することとされている9。 

我が国においては、1976 年（昭和 51 年）から、

HLW の地層処分の研究開発が本格的に進められる

ようになった。同年、原子力委員会放射性廃棄物対

策専門部会は、HLW に関する「対策の確立は社会的

な要請になっており、かつ長期にわたる施策が必要

であるため、これをプロジェクトとして推進すべき」
10と指摘し、「昭和 75 年（2000 年）頃までに見通し

をうることを努力目標」11として、地層処分を中心

に研究開発を推進することを提言した。 

1989 年（平成元年）、原子力委員会放射性廃棄物

対策専門部会は、HLW の地層処分について、それま

での研究開発の進捗状況や成果に基づき、「基本的な

部分は次第に明らかになりつつあり、地層処分の技

術的可能性の見通しが得られつつある」12として、

我が国における地層処分の実現可能性について一定

の評価を示すとともに、「地層処分の研究開発を進め

ていくに当たっては、地層処分についての国民の理

解を得ることが重要である」13との認識を示した。 

                                                        
8 同上。 
9 原子力委員会, 1987,「原子力の研究、開発及び利用に

関する長期計画（第７回）」, 1987 年（昭和 62 年）６

月 22 日。 
10 原子力委員会放射性廃棄物対策技術専門部会, 「放

射性廃棄物対策に関する研究開発計画（中間報告）」, 

1976 年（昭和 51 年）６月。 
11 同上。 
12 原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会, 「高レベ

ル放射性廃棄物の地層処分研究開発の重点項目とその

進め方」, 1989 年（平成元年）12 月 19日。 
13 同上。 

1992年（平成４年）には、動力炉・核燃料開発事

業団が我が国における地層処分の安全確保を図って

いくうえでの技術的可能性を示した「高レベル放射

性廃棄物地層処分研究開発の技術報告書―平成３年

度」14を原子力委員会に提出した。また、1999年（平

成 11年）には、核燃料サイクル開発機構が我が国に

おいても地層処分を行うのに好ましい地層環境が広

く存在することを示した「わが国における高レベル

放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性―地層処分研

究開発第２次取りまとめ」15を公表した。 

これらの研究成果を踏まえ、2000年（平成 12年）、

原子力委員会は、HLW 処分に関する長年の研究開発

を通じて知見は十分に蓄積され、HLW 処分の技術的

信頼性は示されている、また、処分予定地の選定と

安全基準の策定に必要な技術的な拠り所も確保され

ている16との評価を示した。この時点で HLW 処分に

関する事業化のための信頼できる技術的基盤は整備

されたことになっているが、その後も HLW 処分に

関する取組は進んでいない。その理由は、「技術的知

見の蓄積と向上が、放射性廃棄物処分に関する社会

の理解促進や合意形成に有効に結びついていない」
17ためである。すなわち、HLW 処分事業に関する意

思決定においては、HLW 処分の安全性に関する情報

が必要であるが、「技術的知見の蓄積が進んでいる一

方で、意思決定に係る判断の材料としての情報は、

残念ながらステークホルダー間での共有が十分にな

されていない」18のである。 

                                                        
14 動力炉・核燃料開発事業団, 1992, 『高レベル放射性

廃棄物地層処分研究開発の技術報告書―平成３年度』, 

PNC TN1410 92-081, 1992 年（平成４年）９月。 
15 核燃料サイクル開発機構, 1999, 「わが国における高

レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性―地層処

分研究開発第２次取りまとめ―総論レポート」, 1999

年（平成 11年）11月 26 日。 
16 原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会, 

「我が国における高レベル放射性廃棄物地層処分研究

開発の技術的信頼性の評価」, 2000 年（平成 12 年）10

月 11 日。 
17 杉山大輔・千田太詩・木村浩・古川匡, 2010, 「放射

性廃棄物処分の専門的知見集積に関するコミュニケー

ションの観点からの一考察」, 『保健物理』, 第 45巻

第２号, pp.153-160。 
18 同上。 
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2.2 最終処分法の制定とその後 

1998 年（平成 10年）５月、HLW 処分についての

社会的・経済的観点を幅広く議論するために原子力

委員会が設置した高レベル放射性廃棄物処分懇談会

は、「高レベル放射性廃棄物処分に向けての基本的考

え方について」という報告書（以下、懇談会報告書）

を発表した。懇談会報告書では、「我が国では、いま

だに処分事業の具体化がなされておらず、（諸外国と

比較して）10年ないし 20年余りの遅れがある」19と

の認識を示した。また、懇談会報告書は、「廃棄物処

分の安全性が確保され、透明性のある制度が作られ

て責任体制が明らかにされることにより、処分事業

に対する国民及び地域住民の理解を得ることが高レ

ベル放射性廃棄物処分を進めていくうえで必要であ

る」20、「そのためには、国民各層の間でこの問題に

ついての議論が行われ、一人ひとりが自らの身に迫

った問題であるという意識を持つことが望まれる」
21と指摘した。さらに、「国、電気事業者、実施主体

などの関係機関は、それぞれの役割を果たすと同時

に、上にあげた点について国民の各層において議論

が行われるよう努める必要がある」22、「原子力発電

に伴う高レベル放射性廃棄物処分の問題については、

政治の場においても現世代の意思を立法の形で明ら

かにすることが必要であり、そのためにも、国民の

各層における議論が十分に行われ、国民の理解と信

頼を得るための努力が不可欠である」23、「今後、本

懇談会の提言を踏まえて、関係機関が一体となって

処分の制度と体制の具体的な整備に取り組むべきで

ある」24といった提言を示した。 

懇談会報告書に掲げられたこれらの提言を受け、

通商産業省（現在の経済産業省）の総合エネルギー

調査会原子力部会において、処分事業の在り方や処

分の実施方法等の検討が重ねられ、2000年（平成 12

                                                        
19 原子力委員会高レベル放射性廃棄物処分懇談会, 

「高レベル放射性廃棄物処分に向けての基本的考え方

について」, 1998 年（平成 10 年）５月 29 日。 
20 同上。 
21 同上。 
22 同上。 
23 同上。 
24 同上。 

年）、最終処分法が制定された。これにより我が国に

おける HLW の地層処分の実施に向けた基本的な制

度的枠組みが整ったのである。最終処分法では、国

や電力会社の責任、最終処分地の選定プロセス、処

分費用の確保、処分実施主体の設立等が明記された。

最終処分地の選定プロセスは、概要調査地区選定、

精密調査地区選定、最終処分施設建設地選定の３段

階に分けられた。各段階における調査や評価に関す

る事項は、法令において明確化されており、このプ

ロセスを省略して最終処分地を選定することはでき

ない。また、地域の意見を反映して処分地を選定す

る仕組みも法令上制度化されている。 

2002年（平成 14年）12月、NUMOは、全国の自

治体に対し、「高レベル放射性廃棄物の最終処分施設

の設置可能性を調査する区域の公募」を開始した。

この公募は、概要調査地区選定を行うために実施さ

れる文献調査（文献その他の資料による調査）を行

うためのものである。2007 年（平成 19 年）１月、

高知県東洋町が文献調査への応募をいったん提出し

たものの、やがて調査受入れの賛否をめぐって町を

二分する論争に発展し、同年４月の町長選挙を経て

応募を取り下げるという事態が起きた。高知県東洋

町の応募取下げを受けて、最終処分法を改正し、公

募方式に加えて、国からの「申し入れ方式」によっ

て文献調査地区を選定する仕組みも取り入れられた。

しかし、現在まで、文献調査には着手できていない。 

2015 年（平成 27 年）５月に発表された基本方針

では、処分地選定に向け、国民や地域住民の理解や

協力が得られるよう、相互理解促進活動や情報公開

をさらに徹底するとし、また、NUMO が行う処分地

選定プロセスの円滑な実現に向け、政府が前面に立

って取り組む25とした。この観点から、2017 年（平

成 29年）７月、経済産業省は、科学的により適性が

高いと考えられる地域（科学的有望地）を提示する

「地層処分に関する科学的特性マップ」26（以下、

科学的特性マップ）を公表した。科学的特性マップ

は、これによって処分地を決定するものではなく、

                                                        
25 「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針」, 

2015 年（平成 27 年）５月 22 日閣議決定。 
26 資源エネルギー庁, 「地層処分に関する科学的特性

マップ」, 2017 年（平成 29 年）７月。 
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処分地選定には NUMO が処分地選定調査を行い、

科学的特性を詳しく調べていくことになっている27。

政府や NUMO は、地方での意見交換会、あるいは

対話型全国説明会を開催し、科学的特性マップを活

用しながら、地域の科学的特性、地層処分の仕組み

や安全確保の方策、今後の取組方針等について説明

し、質疑応答等を行っているが、すでに一部の自治

体からは受入れを拒否する声も出ている。 

2018 年（平成 30 年）７月にまとめられた「エネ

ルギー基本計画」では、引き続き原子力発電を基幹

電源の一つとして位置付けるとともに、HLW 問題に

ついては、「将来世代に負担を先送りしないよう、現

世代の責任として、その対策を確実に進める」28と

の方針を改めて29示した。政府や NUMO は、科学的

特性マップに関する理解促進活動に加え、地域にお

ける合意形成に向けた仕組みを整備する検討を進め

ているが、仕組みを整備するだけでは十分ではない。 

 

3. HLW 処分プロセスにおける社会的合意形

成をめぐる我が国の課題 

HLW に関する先行研究は、工学的研究、地質学的

研究、社会心理学的研究等の分野で多くみられる。

ここでは、HLW問題をめぐる社会的受容を中心テー

マとして扱った先行研究の中から特に重要と思われ

るものを取り上げ、HLW 処分プロセスにおける社会

的合意形成をめぐる我が国の課題を整理する。 

 

3.1 社会的合意形成のための制度的枠組みの課題 

政府や NUMO は、全国規模のシンポジウムや説

明会に加え、地域レベルでの小グループによる市民

との意見交換会等も開催している。しかし、これら

の場において、処分地選定を含む HLW の最終処分

事業全般に対し、市民の要求や意見がどの程度反映

されるのか不明である。HLW問題を解決するために

は、市民との双方向の対話や議論を通じて、相互理

解を深め、市民の要求や意見を取り入れながら、合

                                                        
27 資源エネルギー庁, 科学的特性マップ公表用サイト。 
28 「エネルギー基本計画」, 2018 年（平成 30 年）７月

３日閣議決定。 
29 2014 年（平成 26 年）４月 11 日に閣議決定された「エ

ネルギー基本計画」において、本方針が示されている。 

意形成を図ることが重要である。市民は HLW 問題

をめぐる複数の解決策について議論することで、そ

の便益とリスクの両方に関する理解が深まり、価値

判断を行うことができるようになる。しかし、我が

国においては、市民の意思決定への参加が保証され、

市民の要求や意見が反映される機会が確保されるよ

うな制度的枠組みが構築されていない。 

坂本・神田（2002a）は、最終処分法に定められた

処分地選定プロセスについて、そこでの意思決定の

過程、内容、それぞれの意思決定の位置付け及び相

互関係を明確化すること、最終処分法や関連法令に

規定された処分地選定要件について、技術的安全性

の観点からの裏付けや安全規制の枠組みとの関係を

明らかにすること、NUMO、自治体、住民代表等に

より構成される委員会を設置し、この中での合意に

基づき、共同の意思決定を行うこと等が有効である
30と指摘しているが、これらについて、実際に機能

させるためには制度的な枠組みが必要である。 

 

3.2 リスク・コミュニケーションの課題 

東京電力福島第一原発での事故を受け、現在入手

可能な科学技術から見ても「想定外」の事故が起こ

ることが示された。HLW 問題に関しても、我が国に

は活火山や活断層が多く、これまでどおりに地層処

分を進めることは問題との認識が示され31、地層処

分に固執するのではなく、暫定保管等他の選択肢も

考慮に入れるべき32との指摘がなされている。また、

地層処分の実現を前提とするとしても、「社会が『不

確実な科学的知見の利用』についてどう考えるか、

あるいは『持続可能性』や『将来世代の権利』をど

う考えるかといった、社会の価値判断と切り離せな

い問題であることを考慮すべき」33との指摘もある。

                                                        
30 坂本修一・神田啓治, 2002a, 「高レベル放射性廃棄

物処分地選定の社会的受容性を高めるための課題に関

する考察」, 『日本原子力学会和文論文誌』, Vol. 1, No. 

3, pp.18-29。 
31 日本学術会議, 「高レベル放射性廃棄物の処分につ

いて」, 2012 年（平成 24年）９月 11日。 
32 同上。 
33 日本原子力学会「放射性廃棄物地層処分の学際的評

価」研究専門委員会, 「放射性廃棄物地層処分の学際

的評価」, 2014年（平成 26 年）１月。 
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社会的な観点からの議論を進めるためには、HLW 処

分の科学技術に関する専門的な判断を政府や専門家

に一任するのではなく、市民参加を得た形での熟議

と意思決定が改めて重要になってくる。 

市民が政府や専門家とともに熟議や意思決定を進

めていくためには、リスク・コミュニケーション34が

正しく行われなければならない。しかし、我が国に

おいては、「原子力分野では十分なリスク・コミュニ

ケーションが実施されていない」35と認識されてい

る。その理由は、「その必要性および有用性は認識さ

れているものの、実施経験がほとんどなく、リスク・

コミュニケーションの方法論が十分に確立していな

い」36ためである。我が国のリスク・コミュニケー

ションは、「これまでのところ、一方的な情報伝達の

側面が強く、いわゆるパブリック・アクセプタンス

にとどまっている」37のが現状である。 

これは専門家の意識の問題である。専門家は、原

子力等の科学技術に対して市民が反対する場合、「反

対意見があるのは、無理解に基づくものであって、

説明不足のためであると考えがち」38である。専門

家が、「公衆の不安感を技術の安全に対する無理解の

ためと意識したとき、社会とのコミュニケーション

は一方的な安全広報活動に集結されてしまう」39の

である。専門家は、「専門的技術用語（専門家の知識

の大半）を使い、専門家が重要だと考える内容（社

会的必要性、有用性、コントロール可能性、経済的

                                                        
34 本稿における「リスク・コミュニケーション」とは、

全米研究評議会（NRC）の定義に倣い、「個人、グルー

プ及び組織の間で情報や意見を交換する相互作用的過

程（“interactive process of exchange of information and 

opinion”）」（NRC1989, p.2）である。 
35 大越実・鳥井弘之・藤井靖彦, 2007, 「放射性廃棄物

管理施設の立地におけるリスク・コミュニケーション」, 

『日本原子力学会和文論文誌』, Vol. 6 No. 4, pp.421-433。 
36 同上。 
37 水上象吾・西田奈保子, 2007, 「科学技術のリスク要

因に関する意識構造と情報共有のあり方―高レベル放

射性廃棄物の地層処分問題を事例として―」, 『環境

システム研究論文集』, Vol. 35, 2007 年 10 月, pp.11-18。 
38 傍島眞, 2001, 「原子力の社会的不安要因としての信

用破壊と修復」, 『日本原子力学会誌』, Vol. 43, No. 8, 

pp.26-32。 
39 同上。 

メリット）を伝えることに注力しがち」40であり、

専門家が与える「情報は市民にとって‘わかる’情

報ではなく、‘求めている’情報でもない」41。また、

専門家の「情報はデメリット・マイナス面・リスク

に関わる情報は含まれにくいので、市民から‘信頼

される’ことも難しい」42のである。 

リスク・コミュニケーションが正しく実施されな

いのは、５重の壁（①担当者の意識、②組織の理解、

③業界の実績、④地域社会の目、⑤国策）43が存在

するためでもある。とくに、国策の壁は強固であり、

「住民側が熱心に参加し、勉強し、議論すれば、当

然のことながら様々な提案が出される」44が、こう

した提案は事業者には受け入れられず、結局、国が

動かないことには何もできないのである。 

 

3.3 受益圏と受苦圏の地域間公平の課題 

一般的に、NIMBY の対象とされる原子力発電所

や HLW 処分施設のような施設は、社会的かつ地理

空間的に多数となる域外多数者に公益をもたらす反

面、相対的に狭い範囲かつ少数となる立地地域少数

者には公益を上回る私的負担をもたらす45。 

坂本・神田（2002a）は、HLW 処分事業において

は、原子力発電から得られる電力という便益を得ら

れる受益圏と、HLW 処分事業による環境負荷や事業

リスクという負担を受け入れる受苦圏が存在するこ

とになり、受益圏と受苦圏との間で環境負荷や事業

リスクの配分において不公平が生じる46と指摘する。 

野波他（2016）は、受益圏の域外多数者が構造的

不公平についての高い関心を持ちつつ熟慮する意図

を示すことで、受苦圏の立地地域少数者による分配

的公平に対する評価を高め、怒りと不満を抑制する

                                                        
40 土屋智子, 2004, 「リスク・コミュニケーションの実

践に向けて―理解し学ぶべきは誰か―」, 『安全工学』, 

Vol. 43, No. 5, pp.284-289。 
41 同上。 
42 同上。 
43 土屋智子, 2013, 「原子力リスク・コミュニケーショ

ンの５重の壁」, 『日本リスク研究学会誌』, 第 23巻

第１号, pp.11-16。 
44 同上。 
45 野波他, 2016, 前掲論文。 
46 坂本・神田, 2002a, 前掲論文。 
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とともに、迷惑施設そのものの受容を促す47と述べ

ている。地域間公平に係る倫理の問題を解決するた

めには、受益圏と受苦圏の市民の間で連携を図り、

市民の間で意識して議論し、両者は共生していると

いう考えが、幅広く市民の間に共有されることが重

要であるが、我が国ではそのような環境が整備され

ておらず、地域間公平の議論は停滞している。 

原子力発電所の立地地域に関しては、国から交付

金を支払うことで、受苦圏となった立地地域の不公

平感を埋め合わせしてきた。しかし、HLW 処分施設

の立地は、最終的には十万年以上も HLW との共存

を強いることになり、単に交付金等の金銭的な便益

の供与という政策的手段だけでは解決できない不公

平感が長期間にわたり持続するという問題を提起す

る。仮に、交付金を供与するとしても、HLW 処分施

設の立地地域となった受苦圏の市民のみならず、周

辺地域に住む市民や原子力発電から得られる電力と

いう便益を享受する受益圏の市民も立地地域に対す

る構造的不公平に関心を持ち、交付金等金銭的な便

益供与の必要性を正しく理解することが重要である。 

 

3.4 現世代と将来世代の世代間公平の課題 

地層処分によって HLW は人間環境から隔離され

るが、放射性物質は世代を超えて長期にわたり地中

に存在するため、将来の世代も HLW がもたらす環

境負荷や事業リスクの影響を受ける可能性がある。

したがって、HLWの地層処分をめぐる環境負荷や事

業リスクの配分については、世代間でどのような公

平性を確保すれば良いのかという問題、すなわち世

代間の公平に関する倫理の問題を有している。 

経済協力開発機構原子力機関（以下、OECD-NEA）

は、1995 年、将来世代へのリスクと負担に関する問

題と、それに対する解決の義務を将来の世代に先送

りしないことは、現世代の責任である48と述べた報

告書を出した。しかし、OECD-NEA は、2011 年、

単に将来世代に問題を先送りしないということのみ

ならず、将来世代の意見を排除しない、あるいは将

                                                        
47 野波他, 2016, 前掲論文。 
48 OECD-NEA, 1995, The Environmental and Ethical 

Basis of Geological Disposal, A Collective Opinion of the 

NEA Radioactive Waste Management Committee。 

来世代の意思決定の自由を奪わないように配慮すべ

きである49と述べた報告書を出した。同報告書では、

たとえ現世代において HLW 処分に関する意思決定

を行ったとしても、必要であれば、将来世代が過大

な労力をかけることなく意思決定前の状況に後戻り

する、あるいは、意思決定を修正する可能性50を確

保するように、現世代に対して処分の実施プロセス

や技術をできる限り柔軟性を有する方法で管理する

ことを求めている。また、同報告書では、たとえ HLW

処分がある程度進んだ段階でも、将来世代が廃棄物

の回収を実施する、あるいは、回収する意思を持つ

（たとえば、回収が経済的に実現可能であると判断

する）ことを想定し、現世代に対して将来世代の回

収の実現可能性51を保証することを求めている。 

HLW 問題について、「将来の世代にもたらされる

リスク、負荷およびコストを最小限に抑える義務」52

や、「将来世代に負担を先送りしない」との意識に基

づき、現世代の責任において最終処分を決めること

は重要である。しかし、「将来の世代に対して現世代

と同等の機会を確保する義務」53も存在することか

ら、現世代が選択した地層処分という処分方法によ

って、将来世代が持つべき他のオプションを選択す

る機会、あるいは意思決定の自由を奪わないことも

重要である。さらに、将来世代の技術選択の可能性

を制限しないよう必要な研究開発を怠らないことも

現世代の責任である。こうした世代間の公平に関す

る倫理の問題について、政府や専門家だけで決める

のは不適当であり、市民を交えて議論し、理解を深

め、合意形成を進めることが重要である。 

以上のように、先行研究を踏まえて、HLW処分プ

                                                        
49 OECD-NEA, 2011, Reversibility and Retrievability 

(R&R) for the Deep Disposal of High-level Radioactive 

Waste and Spent Fuel – Final Report of the NEA R&R 

Project (2007-2011)。 
50 「Reversibility（可逆性）」と呼ばれる。 
51 「Retrievability（回収可能性）」と呼ばれる。 
52 坂本修一・神田啓治, 2002b, 「世代間の公平の観点

からの高レベル放射性廃棄物処分技術の開発利用に関

する政策的課題―再取出し可能性を巡る議論を中心に

した分析から」, 『日本原子力学会和文論文誌』, Vol. 1, 

No. 3, pp.303-311。 
53 同上。 
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ロセスにおける社会的合意形成をめぐる我が国の課

題を、①社会的合意形成のための制度的枠組みの課

題、②リスク・コミュニケーションの課題、③受益

圏と受苦圏の地域間公平の課題、④現世代と将来世

代の世代間公平の課題、の４つにまとめて整理した。

先行研究の多くは、HLW 処分事業を推進する政府や

NUMO の取組に関わる問題が中心テーマであり、事

業の影響を受ける市民の役割を考慮して HLW 問題

をめぐる社会的合意形成を進めるための在り方につ

いて論じたものは少ないことに気づかされる。 

 

4. 課題解決に向けて 

HLW 処分プロセスにおける社会的合意形成の課

題を踏まえ、課題解決に向けた考え方と、市民が主

体的に参加する形で社会的合意形成を進めるための

在り方について考察する。 

 

4.1 市民参加と熟議による意思決定を法制化 

寿楽（2016）は、HLW がもたらすリスクの問題を、

市民と一緒になって議論し、「科学が示唆する技術的

な解決策を複数の政策上の選択肢にまとめた上で、

どのような価値を尊ぶかという判断（価値選択）」54

を行い、「そのうちのどれかを選び取ったり、あるい

はそのうちのいくつかを組み合わせたりして、暫定

的な解を導き出し続ける作業を、社会を挙げて行う」
55というプロセスが必要であると指摘している。ま

た、「その作業の際には、正当性（主に内容の妥当性

に関係する）と正統性（主にプロセスの手続き的な

公正さに関係する）を高次に両立させた社会的意思

決定を導く必要がある」56が、このためには市民の

社会的合意形成への参加が保証されること、換言す

れば、市民に対して価値選択を可能とするだけの十

分な情報、すなわち「技術的な解決策」、あるいは「複

数の政策上の選択肢」が提供されるとともに、市民

の要求や意見が我が国の HLW 問題に関する政策に

反映される機会が確保されるよう制度上も明確化さ

                                                        
54 寿楽浩太, 2016, 「高レベル放射性廃棄物処分の『立

地問題化』の問題点」, 『学術の動向』, 第 21 巻第６

号, pp40-49。 
55 同上。 
56 同上。 

れることが必要である。 

公共政策に関する先行研究では、市民の社会的受

容が高まる要因として、意思決定プロセスの「法規

性」と意思決定者に対する「信頼性」を挙げている57。

多様なアクターが関与する公共政策を、アクター間

の共同的な合議に基づいて円滑に決定、運用するた

めには、政策の決定権を持つのは誰かといった権利

の所在と根拠に関して、アクター間で合意形成をは

かることが重要である58。これを踏まえれば、HLW

問題をめぐる政策の決定権は市民が持つという考え

方に立ち、これを法制化する必要がある。市民の意

見や要求が政策に反映される過程が法的にも制度的

にも担保されることは、その過程に関する法規性と

信頼性を高め、市民の参加の意識も促される効果が

あると考える。また、市民が自ら意思決定を行うこ

とは、意思決定への信頼性や意思決定の受容を高め

る可能性もある。 

 

4.2 価値判断を可能とするリスク・コミュニケーシ

ョンの実施 

東京電力福島第一原発での事故で人びとが放射能

汚染問題に直面したことで、HLW に対する忌避的な

反応がより強くなり、「従来のリスク・コミュニケー

ションでされてきたような、地層処分の技術的な安

全性をアピールするような手法では人々の社会的受

容を高めることが困難」59になっている。したがっ

て、政府が政策や方針を決め、市民に伝達するとい

う「上位下達」ではなく、市民の意見や要求に耳を

傾け、これを積極的に政策に反映するという「下位

上達」がますます重要になっている。 

木村他（2010）は、「市民と専門家によるリスク・

コミュニケーションや科学技術政策に関する合意形

                                                        
57 野波寛・土屋博樹・桜井国俊, 2014, 「NIMBY とし

ての在日米軍基地をめぐる多様なアクターの正当性：

公共政策の決定権に対する当事者・非当事者による承

認過程」, 『実験社会心理学研究』, Vol. 54, No. 1, 

pp.40-54。 
58 同上。 
59 大友章司・大澤英昭・広瀬幸雄・大沼進, 2014, 「福

島原子力発電所事故による高レベル放射性廃棄物の地

層処分の社会的受容の変化」, 『日本リスク研究学会

誌』, 第 24 巻第１号, pp.49-59。 
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成を、民主的かつ科学的に有意義なものとするには、

前提として、市民の立場から十分と思える情報や知

識をしっかりと伝達し、少なくとも科学的イメージ

と情報の信頼性を、市民と専門家とが共有するため

の段階が必要となる」60と指摘している。また、大

越・鳥井・藤井（2007）は、リスク・コミュニケー

ションの先にある合意形成を目指すため、市民がプ

ロセスの初期段階から意思決定に参加し、結論のみ

を一方的に押し付けられたという状況を作らないこ

と、市民が HLW 処分に関する安全性を正しく判断

できるような支援を行うこと、HLW は現存する問題

であり、一致団結して解決しなければならないこと

を市民に認識してもらうとともに、無用な不安を取

り除くことが必要である61と指摘している。 

木下（2008）は、「関係者が問題解決に向けてより

良い解決法を模索する」ためのリスク・コミュニケ

ーションを「共考」と表現する62が、市民に原子力

施設の安全性や放射線の影響に関する科学的な知識

を分かり易く伝える広報活動だけではリスク・コミ

ュニケーションとしては不十分であり、むしろ、市

民を意思決定に関与させる方が、市民の理解を深め、

社会的受容性を高めるためにも有効である。 

 

4.3 便益と費用、リスクと不確実性等を「見える化」 

HLW 問題をめぐる社会的合意形成を進めるため

には、HLW 問題を社会的合意形成によって解決する

ことでもたらされる便益（ベネフィット）、HLW 問

題を解決するための費用（コスト）、HLW 問題をめ

ぐるリスクや不確実性を可能な限り数値化、あるい

は「見える化」し、こうした数字や情報をもとに、

様々な分野の専門家の間で議論し、あるいは市民と

意見交換をするといったことが必要である。たとえ

                                                        
60 木村浩・田中博・勝村聡一・吉田一雄, 2010, 「高度

科学技術に関する情報伝達のためのウェブを用いた対

話フィールド構築の試み～高レベル放射性廃棄物の事

例～」, 『社会技術研究論文集』, Vol.7, pp76-86。 
61 大越実・鳥井弘之・藤井靖彦, 2007, 「放射性廃棄物

管理施設の立地におけるリスク・コミュニケーション」, 

日本原子力学会和文論文誌, Vol. 6, No. 4, pp.421-433。 
62 木下富雄, 2008, 「リスク・コミュニケーション再考

―統合的リスク・コミュニケーションの構築に向けて

⑴」, 『日本リスク研究学会誌』, Vol. 18, No. 2, pp.3-22。 

ば、HLW を現世代で解決する場合と、将来世代に委

ねる場合とで、便益、コスト、リスク（事故の可能

性）、事故の損害とその補償等にどれだけの違いがあ

るのか、現在価値で算出し、人びとの価値判断を促

すのである。数値化に取組む場合、必ずしも HLW

の地層処分に拘る必要はなく、暫定保管やその他の

選択肢についても同様に、便益、コスト等を算出し、

これらを比較検討することが重要である。 

とりわけ、HLW 問題を議論する場合、リスクが過

度に強調されたり、安全性の確保のみが過度に追及

されたりするため、コストとの相関に関わる議論が

置き去りにされてしまい、経済原則に基づく冷静な

判断ができなくなる傾向にある。仮説や推計の仕方

によっては、天文学的な数値になる可能性もあるが、

不確実性を考慮しながら、可能な限り数値化するこ

とが重要である。数値化の意義そのものや、出てき

た数値に対して、それなりに批判があるものと想定

されるが、こうした批判や検証を繰り返しつつ、市

民の合理的判断を醸成していくことが必要である。 

以上のように、HLW 処分プロセスにおける社会的

合意形成の課題の解決に向けては、大きく３つの論

点に整理される。まず、政府や専門家のみによる意

思決定ではなく、市民が主体的に参加し、自由に意

見や要求を述べることができ、その意見や要求が政

策に適切に反映されること、さらに、市民による意

思決定が尊重されることを法的、制度的に確保する

仕組みを構築することが必要である。また、リスク・

コミュニケーションの観点からも、政府や専門家の

側から市民に対し、一方的に情報提供や広報活動を

行うのではなく、市民の参加を得て、市民と双方向

の対話や議論を行い、市民の問題意識、疑問、意見

等を聞き、これに応え、相互理解を深め、市民とと

もに価値判断を行うプロセスが求められる。さらに、

冷静な議論を促すために、HLW 問題をめぐる便益、

費用、リスク及び不確実性等を「見える化」し、市

民らとこれらを比較検討して、費用対効果を考えな

がら、経済原則に基づく合理的な価値判断を行うこ

とが必要である。 

最後に、市民が主体的に参加する形で社会的合意

形成を進めるための在り方について提言したい。ま

ず、市民との対話や議論を通じて、相互理解を深め、
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解決策を探る意識とそのための枠組みが不可欠であ

る。次に、市民の役割を具体的に示し、市民の参加

を促すことが必要である。さらに、市民の要求や意

見が意思決定に反映されることを明確にし、冷静な

議論を可能とする環境を整備することが重要である。

また、市民が自ら調査し、あるいは、専門家等を呼

んで専門的な知識を得る権利と機会を与え、そのた

めの財政的、技術的な支援を行うことも大事である。 

 

5. おわりに 

本稿では、我が国の HLW 処分に関する取組につ

いて概観するとともに、HLW問題をめぐる社会的受

容を中心テーマとして扱った先行研究のうち重要と

思われるものを取り上げ、HLW 処分プロセスにおけ

る社会的合意形成をめぐる我が国の課題について明

らかにした。そのうえで、市民が主体的に参加する

形で社会的合意形成を進めるための在り方を考察し、

いくつかの示唆を示した。類似の指摘や提言は先行

研究の中にも見られる。しかし、我が国において、

HLW 問題をめぐる社会的合意形成が遅々として進

まないのは、これらの指摘や提言が、政府の HLW

に関する政策や NUMO の取組に何ら反映されず、

具体的に実践される機会がないためであろう。 

たとえば、日本原子力産業協会の高レベル放射性

廃棄物勉強会の報告書は、「価値観が多様化した社会

においては、ある人にとって望ましいことが、他の

人に とっても好ましいとは限らないことから、特定

の価値観だけを一元的に主張する のではなく、さま

ざまな価値観を持った人が、価値観を異にしながら

も問題解決に向けて協働する進め方が求められる」
63と指摘しているが、政策検討の拠り所として活用

されているようには見えない。 

本稿では、HLW の問題をめぐる社会的合意形成を

進める観点から、とくに市民の役割に着目した。我

が国の市民活動は、特定思想に傾倒した人びと、政

治的イデオロギーや宗教的使命感を持った人びとに

よるラディカルな活動というマイナスの評価を受け

                                                        
63 日本原子力産業協会高レベル放射性廃棄物処分勉

強会, 2010, 『高レベル放射性廃棄物処分事業のさらな

る理解に向けて―国が前面に立った取り組みについて

―』, 2010 年（平成 22年）３月。 

る場合が少なくない。HLW 問題をめぐる社会的合意

形成に参加する市民が「奇特な人」として扱われる

ことがないよう、市民参加による熟議と意思決定の

プロセスが法的にも制度的にも明確化され、参加す

ることが権利であり、そこでの意見や意思決定が正

当なものとして認められることが必要である。市民

が参加し、自ら意思決定を行うことにより、意思決

定プロセスへの信頼性を高め、意思決定の「質」を

向上し、意思決定に対する受容が高まるであろう。

さらに、事業実現への関与（オーナーシップ）が高

まり、将来的には事業の監視も行って、ガバナンス

の強化にも貢献するものと考える。 

本稿が、我が国における HLW 問題をめぐる社会

的合意形成についての政策課題の検討の一助となる

ことを望むところであり、本稿で述べたことが理想

論にならぬよう、今後も多角的な観点から、実証的

な分析と検討を継続したい。 
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